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はじめに 

 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律により、すべての教育委員会は、

毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行

い、その結果に関する報告書を作成し、議会に提出するとともに、公表しなけ

ればならないことが規定されています。 

 海津市では、企画部（市長部局）において、事務事業評価（行政評価）を実

施しています。このため、前述法令による教育委員会の点検・評価については、

その手法を活用しており、更に教育委員会が目指す方針に沿って教育行政が執

行されているかの達成度に着目して最終評価を行っています。 

 また、「教育に関し学識経験を有するものの知見の活用を図る」ことについ

ては、点検・評価の客観性を確保するためのものであり、岐阜大学名誉教授の

岩田恵司氏に専門的な立場からご指導をいただいています。 
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Ⅰ．評価の流れについて 

 

①点検・評価の内容 

  具体的な点検・評価の項目や、報告書の様式などについては、国が基準を  

 定めるのではなく、各教育委員会が実情を踏まえて決定することとなってい  

 ます。 

   海津市では、すでに行政評価（事務事業評価）を実施しており、その手法  

 を活用しているほか、更に教育委員会自らが最終評価を行っています。 

 

②実施時期 

  平成 24 年度事業の点検及び評価は、平成 25 年度中に実施し、議会への提 

 出及び公表を行うことが必要になります。 

    海津市では、平成 25 年度中に点検評価を実施し、学識経験者の意見を聴  

 いて報告書をまとめています。 

 

③議会への報告 

  議会への報告にあたっては、「報告書を作成し、議会に提出しなければな  

 らない」こととされており、平成 25 年第 4 回定例会に提出・報告し、その後

公表します。 

 

④一般への公表 

  公表の方法については、海津市のホームページに掲載するとともに、それ  

 ぞれの分庁舎に報告書を置いて閲覧できるようにします。 
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Ⅱ．評価の手法 

(１）評価対象事業 

 事務事業評価では、平成 24 年度に実施した事業のうち、教育委員会が所管す

る全事務事業 138 事業（細事業を含む）を対象としました。また、教育委員会

が行う最終評価は、これを総合計画（基本計画）における教育部門（魅力ある

教育・文化のまちづくり）の柱で分類し、24 の施策で評価を行っています。 

 

(２）評価方法 

 事務事業評価表により、事業名、事業別予算名、事業種別、事業概要、事業

目的、成果指標、活動指標を明らかにすることにより妥当性を判定しました。

これにより、課題を明らかにするとともに、具体的な改善内容を自ら見出し、

今後の方向性を検討する中で所属係長による 1 次評価と所属長による 2 次評価

を経て、部局長による承認が行われています。 

 また、教育委員会では、教育委員会が目指す方針に沿って教育行政が執行さ

れているかの達成度に着目して最終評価を行いました。 
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Ⅲ．評価結果  

１ 事務事業評価 

本年度の評価結果について、下記の分析表１～２において、それぞれ事業の

「妥当性」「方向性」について集計を行いました。 

 

分析表１  妥当性評価 

  A B C D  合計 

件     数 133 4 1 0 138 

構 成 比 96.4% 2.9% 0.7% 0% 100.0% 

注）A～D の 4 段階で評価を実施 

       4 つのポイント（①過剰サービス②国・県重複サービス③民間競合サー  

   ビス④類似・重複サービス）から評価を実施  

     Ａ：4 つすべての項目で妥当と判断されたもの 

     Ｂ：3 つの項目で妥当と判断されたもの 

     Ｃ：2 つの項目で妥当と判断されたもの 

     Ｄ：妥当と判断された項目が 1 つ以下だったもの 

  

 

 

分析表２  方向性評価 

  A B    合計 

件     数 135 3 138 

構 成 比 97.8% 2.2% 100.0% 

  注）A・Ｂの 2 段階で評価を実施 

       A:継続 

       B:廃止 

「妥当性」に関しては、平成 23 年度と同様にほとんどの事業についてＡ評価

が占め、事業の妥当性が高いという評価をしています。 

「方向性」に関しては、97.8％が継続としているのに対し、廃止（統合・完

了）が 2.2％となっています。 
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２ 分析表３ 教育委員会評価 

  前述の「妥当性評価」「方向性評価」は、それぞれ行政改革に主眼が置かれ

た評価でした。 

 この教育委員会評価では、特に教育委員会が目指す方針に沿って教育行政が

執行されているかの達成度に着目して評価を行っています。 

 

（１）全体の概要 

  教育委員会が所管する事務事業を総合開発計画の柱である 24 の施策に再 

 編し、その施策ごとに教育委員会において点検評価を行いました。 

 

    Ａ    Ｂ    Ｃ    Ｄ   合 計 

件 数 9    14        1        0        24  

構成比   37.5％ 58.3％ 4.2％ 0％    100.0％ 

 

   注）Ａ～Ｄの 4 段階で評価を実施 

     Ａ：順調に達成しているもの 

     Ｂ：おおむね順調に達成しているもの 

     Ｃ：達成見込みであるが課題があるもの 

     Ｄ：順調でないもの 
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（２）分野ごとの点検評価結果 
                                                              

①  教育委員会の活動状況                                   H24 

   ⅰ．教育委員会会議の状況 ・・・・・・・・・・・・・    Ａ 

      ⅱ．調査・活動の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・    Ａ 

    ②良好な学校教育環境の整備・充実 

      ⅰ．幼児教育の充実 ・・・・・・・・・・・・・・・・    Ｂ 

      ⅱ．学校教育の充実 ・・・・・・・・・・・・・・・・    Ａ 

      ⅲ．教育設備内容の充実 ・・・・・・・・・・・・・・   Ｂ 

      ⅳ．子どもの心の問題と安全対策 ・・・・・・・・・・   Ｂ 

      ⅴ．教職員の資質の向上 ・・・・・・・・・・・・・・    Ｃ 

      ⅵ．学校施設の耐震化 ・・・・・・・・・・・・・・・    Ａ 

      ⅶ．通学区域等の適正化 ・・・・・・・・・・・・・・    Ｂ 

    ③生涯学習環境の整備・充実 

      ⅰ．各種学級・講座等の内容の充実 ・・・・・・・・・    Ｂ 

      ⅱ．子どもの読書活動の推進 ・・・・・・・・・・・・    Ｂ 

      ⅲ．生涯学習施設等の整備・ネットワーク化 ・・・・・    Ｂ 

    ④青少年の健全育成 

      ⅰ．青少年の社会参加の促進 ・・・・・・・・・・・・    Ｂ 

      ⅱ．地域・家庭の教育力向上 ・・・・・・・・・・・・    Ａ 

      ⅲ．指導体制の確立 ・・・・・・・・・・・・・・・・    Ｂ 

      ⅳ．青少年の非行防止 ・・・・・・・・・・・・・・・   Ｂ 

  ⑤文化の振興 

      ⅰ．文化にふれる機会の充実 ・・・・・・・・・・・・   Ａ 

   ⅱ．文化活動の活発化 ・・・・・・・・・・・・・・・    Ｂ 

   ⅲ．文化財の掘り起こしと施設の整備・充実 ・・・・・    Ａ 

  ⑥スポーツ活動の振興 

   ⅰ．スポーツ施設の整備と有効活用 ・・・・・・・・・    Ｂ 

   ⅱ．特色あるスポーツ活動 ・・・・・・・・・・・・・    Ｂ 

   ⅲ．スポーツ・レクリエーション活動の活発化 ・・・・    Ａ 

  ⑦地域間交流・多文化共生の推進 

   ⅰ．地域間交流の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・  Ａ 

      ⅱ．多文化共生の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・     Ｂ 

+ 
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（３）点検評価結果の詳細について 

  ①教育委員会の活動状況 

    ⅰ．教育委員会会議の状況 

        教育委員会を 17 回開催しました。会議では、海津市教育委員会教育長

事務委任規則に従って教育長委任事務以外の事務 79 件について審議し

たほか、事務局より各種報告を受けました。また、委員相互の情報交換

や、委員と事務局との意見交換を活発に行いました。 

         

    ⅱ．調査・活動の状況 

      （市内視察研修） 

        視察先：ハリヨ池、円満寺、羽沢貝塚、狐平古墳 

     市内ボランティアガイドサービス「ふる里おもてなし隊」の３名の

方による説明を聞きながら志津新田のハリヨ池や南濃町に残る古墳を

視察して回りました。 

      

      （市外視察研修）  

        視察先：琵琶湖博物館（滋賀県）、草津市立植物公園「みずの森」 

ハリヨの生息地である清水池が国の天然記念物に指定されたことに

伴い、「ハリヨ」や「ウシモツゴ」の展示をしてある２か所の施設に、

今後の天然記念物の保護に役立てるため視察に行きました。  

 

   （市教委訪問） 

    視察先：市内小中学校及び幼稚園・保育園・認定こども園 

          教育委員自らが、すべての小中学校及び幼・保育園・認定子ども園

を訪問し、教育活動の実情や各施設の状況の確認をしました。 

 

  ②良好な学校教育環境の整備・充実 

    ⅰ．幼児教育の充実 

    保育に欠ける子どもの保育、延長保育、一時保育を、3 つの認定こど 

も園と 2 つの公立保育園で行いました。利用者のニーズに柔軟に対応を 

するため、職員間の連携や、協力態勢を強化するとともに、今後は保育 

士増員の必要があります。 

また、心身ともに健康で人間性豊かな子どもの育成を目指して、4 幼

稚園とともに保・幼・小交流活動や地域との交流等を積極的に実施しま

した。 

病児・病後児の保育の実施や、共働き世帯等の児童を預かる留守家庭

児童教室を市内 10 教室で実施しました。 

しかしながら、留守家庭児童教室希望者が多く、受け入れる施設の確

保や、指導員の確保が課題となっています。  

平成 23 年 4 月から各町で 1 園、認定こども園がスタートし、就学前の



- 8 - 

 

子どもについて幼児教育及び保育を一体的に進めています。子どもの育

ちを主体とした質の高い教育・保育の提供に向け、更なる保育士の資質

向上を図るための研修会の充実の必要があります。 

  

    ⅱ．学校教育の充実 

    学校評議員会については、各小中学校でそれぞれ年間 3 回開催してお

り、外部の意見を受けて学校経営及び教育課程全般に関わる改善を進め、

地域が誇る学校づくりに取り組みました。 

また、基本的生活習慣や学習習慣等が十分身についていない児童生徒 

や、人間関係がうまく築けない児童生徒が増加傾向にあり、学級支援員 

や特別支援教育アシスタントの配置により、個別のニーズに応じた指導  

・支援を展開し、効果を上げています。今後も、落ち着いた授業や学校  

生活を確保するために、継続していく必要があります。  

人権同和教育の推進は、あらゆる教育活動の中で進めていく必要があ 

ります。今後は更に指導に関わる教材や内容の工夫が必要です。研修等

の講師については充実してきており、人権意識は高まっています。 

また、小学校・中学校就学奨励事業は、母子家庭の増加や近年の経済

不況の長期化により経済的困窮世帯が増加傾向にあるなかで、就学が困

難な児童・生徒を支援するために必要不可欠な事業として、今後も認定

基準や方法を随時検討しながら継続していく必要があります。 

    中学校ではキャリア教育に力を入れており、中学校 4 校で 349 名の 2

年生が職場体験学習に参加しました。仕事の厳しさや、やりがいを学ぶ

とともに、地域の人とともに働き、社会人、職業人としてのマナー、礼

儀を身につけ、将来の進路選択のあり方や生き方について学びました。

生徒たちは自己決定に基づき、目的意識を持った職種選択ができるよう

になってきました。進路学習に対する意欲が高まりつつあるため、今後

も継続していく必要があります。また、小学校でのキャリア教育につい

ても計画的に進めていくことが必要です。 

 

    ⅲ．教育設備内容の充実 

    学校給食センターにおいて、市内の園児・児童・生徒に年間 711,879

食の安心・安全な学校給食を提供しました。 

       パソコンは小学校に 484 台、中学校に 266 台設置されていますが、パ

ソコンを有効利用するために、使用する教職員の技術の向上を更に図っ

ていく必要があります。また、今後の教育のＩＣＴ化に伴い、電子黒板

等の導入も考えていく必要があります。  

    各施設の維持修繕については、小学校で 75 件、中学校で 39 件、認定

こども園で 5 件の修繕を行っており、計 26,899 万円を費やしています。 

    また、エアコンの導入は平成 16 年度から平成 24 年度までに小学校 7

校、中学校 1 校設置済みです。今後も児童・生徒が安全に活動できるよ
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うに、計画的に実施するとともに、緊急なものについては迅速に対応し

ていく必要があります。 

     

    ⅳ．子どもの心の問題と安全対策 

   市教育委員会では、不登校の状態にある児童生徒に対して、不登校児

適応児童教室相談員を設置して学校復帰・社会的自立を促しています。  

    また、不登校、いじめ等の悩みを持つ子どもたちの相談に応じたり、

家庭訪問、校内巡視、学習支援などを行うほほえみ相談員やスクール相

談員のほか、専門的カウンセリングや校内教育相談活動、授業参観等を

通しての環境面を含めた指導を行う県費スクールカウンセラーが各中学

校区に設置されている。学校の実態に応じた支援要望に応えながら、多

面的に活動を行いました。 

    一方、児童・生徒の登下校の安全を確保するため、午後 3 時に地域住

民に見守りや声掛けをお願いする広報無線事業を行ったり、学校周辺に

おいてはパトロールを実施したりして、不審者への対策や、児童生徒の

安全を図りました。今後も、学校安全サポーターによる見守り体制を継

続するとともに、校区ごとの安全マップを活用して、保護者や地域住民

ボランティアによる活動を推進していかなければなりません。 

 更に、緊急時に児童・生徒の保護者や学校職員が、いち早く情報の共  

有化ができるように、全ての学校で統一したメール配信システムを設置

しています。しかしながら、携帯電話を保有していない保護者や、登録

をしていない保護者もあり、メール配信後に電話連絡をするなど、まだ

まだ連絡に時間がかかっています。今後、携帯電話を持っている家庭に

ついてはメール配信システムの有効性を伝え、加入率を 100％に高めて

いく必要があります。 

 

    ⅴ．教職員の資質の向上 

    海津市では、教育研究所を設置し、２年目研修（バディ研）や、30 歳

前後、40 歳前後の教員を対象にした 2 種類の研修等を位置づけ、今日的

課題や教員一人一人の自己の課題に即して研修できるよう指導・支援を

行っています。 

        また、教育専門指導員を配置して、夏休みの期間に小中学校教職員を 

対象とした教育研究所講座を企画し、教職員が主体的に自らの資質を高 

めていく研修に取り組むことができるように支援しました。 

    更に、小中学校の教職員を対象に各教科研究部会、各種研究部会、管

理研究部会等の開催を支援し、研究の推進を図りました。研修視察先に

近隣の研究先進校や実践校を選定し、市のバスを有効活用しながら、今

後も職員研修の充実を図るように努めます。 

 学校人権同和教育を推進するため、講演会を開催しました。人権同和

教育を更に充実させるために、講演会で学んだことを児童・生徒への日
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々の教育の中で活かされるように努めていく必要があります。 

 このように教職員の資質の向上を目指して諸研修を進めている中で、

市内中学校教諭による不祥事案件が発生し、信頼を損なうような事態が

起きました。研修のより一層の充実と管理職等の指導力の発揮によって、

信頼回復と更なる教職員の資質の向上に全力で取り組まなければなりま

せん。 

 

    ⅵ．学校施設の耐震化 

    耐震補強工事につきましては、平成 22 年度までに校舎及び屋内運動場

の補強工事は終わっております。 

  

    ⅶ．通学区域等の適正化 

関係機関との連携のもと、随時、通学路及び通学方法の検討を行うと

ともに、小中学生を対象とした市内の公共交通機関（養老鉄道・市営バ

ス）が年間 5,000 円で乗り降り自由となるキッズパスポート事業を平成

22 年度より行っております。平成 24 年度は 122 人が利用しています。 

また、南濃町地内中学校適正配置等につきましては、海津市教育委員

会は平成 26 年 4 月 1 日統合としておりましたが、その後、議会等調整を

図り最終的に平成 28 年 4 月 1 日統合との結論となり、議会においても可

決されたところです。この結果を受け、地区説明会を行うとともに、平

成 28 年 4 月 1 日の統合に向け関係する学校の保護者、関係者で構成する

「海津市南濃町地内中学校統合委員会」を開催しました。  

なお、通学区域については地域の方々の理解が得られていない状況で

す。 

 

  ③生涯学習環境の整備・充実 

    ⅰ．各種学級・講座等の内容の充実 

    生涯学習講座として 29 講座を開催しており、1,520 人が受講しました

が、他部局との講座の類似や、受講者の固定化が見られることから、他

部局と連携をとりながら、受講者資格に要件を加えるなど、固定化の改

善を図っていく必要があります。情報講座に関しては、情報相談室を設

けるほか、5 講座を開講し 49 人が受講しました。また、今後はパソコン

機器のリース期間満了やサポート終了に伴い、情報講座を開設するため

のパソコンの導入方法や利用者のニーズに対応する必要があります。 

 

    ⅱ．子どもの読書活動の推進 

    市内には 3 つの図書館があり、年間入館者総数は 159,551 人、年間貸 

出総数は 258,789 点の利用があり、さらに利用促進を図っていきます。

人口 1 人当たり利用冊数は 7 冊、蔵書回転率 1.29 回の利用となっており、

年間図書 6,201 冊、視聴覚資料 28 点を受入れました。 
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  次に、読書支援事業については大型絵本、子ども用の本に関する雑誌  

情報を始め、ブックスタート、おはなし会、映画会、クリスマス会など

四季を通じて実施しており、事業回数 100 回、延べ 2,472 人の参加があ

りました。 

        事業参加人数は、ほぼ目標達成ができましたが、やはり内容にマンネ

リ化が生じており、限られた予算内でイベントの効率的な企画運営が必

要です。 

また、平成 24 年度から学校図書館司書との交流を始めており、さらに 

深めていくことが必要です。 

 

    ⅲ．生涯学習施設等の整備・ネットワーク化 

    市内には、ちびっ子広場が 62 箇所設置されており、平成 24 年度は上

野河戸、須賀、寺町と 3 つの自治会事業に補助を行いました。 

    また、海津公民館、海西公民館、プラザしもたど、福祉センター、文 

化会館、生涯学習センター、働く女性の家、勤労青少年ホーム、農村環  

境改善センター（3 地区）、南濃コミュニティ施設といった施設におい 

て生涯学習が進められています。しかしながら、多くの施設において老 

朽化がみられ、改修費が増加傾向にあります。今後も、利用状況により

全面改修等を計画的に実施する必要があります。 

 

  ④青少年の健全育成 

    ⅰ．青少年の社会参加の促進 

    「平成 25 年成人の集い」については、平成 19 年度から新成人より実

行委員を募り、新成人自らの手により開催しています。412 人（該当者

472 人）の参加を得て、出席率 87％、対前年比 0.2％増となりました。 

    一方、子どもの様々な体験活動を企画・運営し、地域の有志をもって 

子どもの活動を支援する「子ども支援センター」は、｢草木染めと清掃活

動｣の事業を行い、30 人の参加がありました。また、情報誌｢げんキッズ｣

を 2 回発行しました。しかしながら、参加者及び指導者が不足している

ため、今後のあり方を検討していく必要があります。 

 

    ⅱ．地域・家庭の教育力向上 

    子ども会育成連絡協議会では、育成指導者研修会、インリーダー・ジ 

ュニアリーダー研修会、子ども大会を開催したほか広報誌「かいづっ子」

を年 2 回発行しました。単位子ども会では、原則毎月第 4 土曜日を「活

動の日」と位置づけています。今後、育成指導者やジュニアリーダーの

養成研修等を実施する必要があります。 

また、家庭教育力向上を目的に、家庭教育推進協議会による、にこに

こ子育て支援事業を行いました。平成 24 年度事業について推進協議会を

2 回開催したほか、各小中学校等家庭教育学級の充実を図るなど、相談
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事業、８団体による応援隊講座の開設、地区事業による三世代交流事業

を展開しました。 

     

    ⅲ．指導体制の確立 

    青少年育成市民会議を開催して青少年の健全育成に努めています。市 

民会議では青少年育成の指導者やスポーツなどで活躍した方の表彰を行  

っているほか、少年の主張及び青少年育成関係団体実践活動発表を実施

しました。本大会には 248 人が参加しました。今後もホームページ等の

メディアを利用し、出席者の拡大を図る必要があります。 

    ＰＴＡ連合会、少年補導員連絡会、青年団体連絡協議会、地域女性団 

体等 7 つの社会教育団体が活動しており、補助金を交付するなどして支

援しています。 

    今後も、厳しい財政環境の中で、活動の活性化を促し、補助金の有効

活用を図る必要があります。 

 

 ⅳ．青少年の非行防止 

    青少年育成推進員会（岐阜県青少年育成推進指導員 1 名・青少年育成 

推進員 18 名）を組織し、年 12 回の定例会（員会）を行っています。  

   家庭・学校・地域が連携を図りながら青少年が健やかに育つ環境づ 

くりに努める育成活動や、親子のふれあいをはじめ、地区活動への参 

加ができるような行事の企画・運営を行いました。今後も更なる地区 

活動への参加者を増やしていく必要があります。 

 

 ⑤文化の振興 

    ⅰ．文化にふれる機会の充実 

    生の舞台芸術に触れる機会を与え、豊かな心を育むことを目的にミュ

ージカル公演「セロ弾きのゴーシュ」を開催し、536 人の入場者があり

ました。また、市民参加による市オリジナル舞台劇の創作活動の奨励を

目的に、平成 27 年度市制 10 周年記念事業、市民創作ミュージカル制作

に係る台本の書き下ろしを行いました。 

     

  ⅱ．文化活動の活発化 

市民の文化レベルの向上を図るとともに芸術に親しむことを目的に、

小・中学生、一般を対象に文化展（絵画・書写・水墨画等）を 3 日間開

催しました。展示作品数 306 点、1 日当たりの来場者数は約 400 人で、

300 人来場者数が増えました。また、文化協会は会員数約 1,756 人と、

平成 23 年度より 78 人減少したものの、市民が主体的に文化活動ができ

る団体として期待されており、補助を行いました。 

今後、会員以外の市民も参加できる事業展開をする必要があります。 
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  ⅲ．文化財の掘り起こしと施設の整備・充実  

    文化財の保存継承を促進するため高田の甘酒まつり、今尾左義長、早

川邸改修、梶屋社叢に補助を行うほか、平成 22 年度より実施している国

庫補助事業の円満寺山古墳群範囲確認調査、開発事業等に係る埋蔵文化

財包蔵地の確認調査を行いました。また、津屋地内において、「津屋川

水系清水池ハリヨ生息地」が国の天然記念物に指定されました。 

    歴史民俗資料館では、郷土文化を広く市民に普及するため、春・秋に

は、かいづの能・狂言、さらには子ども狂言の公演を開催、市内の小中

学生を対象に、堀田の体験学習や古代体験の出前講座等を行いました。 

 

 ⑥スポーツ活動の振興 

  ⅰ．スポーツ施設の整備と有効活用 

    市内には 15 の体育施設があり、年間延べ 217,333 人が利用されていま

す。体育施設を利用しやすいように、調整会議を 36 回行いました。 

    全体的に施設が老朽化しており、修繕費が増加しています。市民に安

全・安心な施設を利用して頂くため、施設の適正な維持管理が必要です。 

    また、平成 24 年ぎふ清流国体バレーボール競技開催のために、南濃体

育館の施設整備を行いました。 

    一方、市民プールは、指定管理者制度を導入しておりますが、天井の 

落下に伴う改修工事のため長期休業し、１２月１日にリニューアルオー 

プンしました。 

        市立の学校や県立の学校体育施設を開放し、施設の有効利用を図りま

した。 

    今後、市のスポーツ活動の振興施策を示す「海津市スポーツ振興計画」

を策定する必要があります。 

 

  ⅱ．特色あるスポーツ活動 

    木曽三川、特に長良川の静水を生かしたスポーツ活動を促進するため、

各実行委員会や会議に出席し、水面を始め高水敷利用のＰＲ活動や長良

川サービスセンター利用検討会議に参加しました。  

    市民の交流・体力向上のため市民レガッタ、ミナモキッズマラソンを

開催しました。また、競技団体主催によるトライアスロンやビーチバレ

ー大会が開催されました。 

 

  ⅲ．スポーツ・レクリエーション活動の活発化 

    各種スポーツ教室を開催したり、木曽三川リレーマラソンや、中日西

濃駅伝大会を開催しました。 

平成 24 年度の軽スポーツ教室の開催回数は 90 回、延べ 2,680 人が参

加しました。より多くの市民が参加し、親しまれる大会となるよう、更

にＰＲの必要があります。 
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    ぎふ清流国体の正式競技カヌースプリント、バレーボール少年女子、

公開競技のトライアスロン、デモスポ行事のビーチバレーを開催し、期

間中１万２千人の観客があり、トップアスリートによる熱戦に暖かい声

援が送られました。 

また、昨年に引き続き「ぎふ清流郡市対抗駅伝大会」に参加しました。 

 

 ⑦地域間交流・多文化共生の推進 

  ⅰ．地域間交流の推進 

        霧島市生徒交流事業には、海津市の高校生 6 人、中学生 18 人が参加し 

ており、5 月 23 日から 25 日に霧島市を訪問し、ホームステイ・学校交 

流・薩摩義士頌徳慰霊祭に参列しました。また、11 月 28 日から 30 日に

霧島市の中高生が 23 人海津市を訪れて友好親善を深めています。  

 一方、酒田交流事業では、8 月 4 日から 8 月 7 日に酒田市から小学校 5

・6 年生 16 人が海津市を訪問（海津市小学生 17 名）、ホームステイや

各種活動をするなど交流を深めました。 

 しかしながら、小学生の参加者を確保することが難しくなっており、

交流事業の報告の場等を設け、ＰＲする必要があります。 

 

    ⅱ．多文化共生の推進 

        幼稚園・認定こども園・保育園、小中学校における語学・外国文化へ

の理解やコミュニケーション能力の向上を図るため、幼稚園・認定こど

も園・保育園 5 人、小学校 5 人、中学校 3 人（延べ人数）のＡＬＴを配

置し、延べ訪問日数は、幼稚園・認定こども園・保育園 100 日、小学校

203 日、中学校 476 日でした。 

    一方、市内小中学校には２４年度末で、７校に１４人の外国籍児童生

徒が在籍しています。そのうちの９人は日本語指導が必要で、県費の日

本語指導の非常勤講師を配置していますが、講師の配置について継続を

していく必要があります。また、外国籍児童生徒が在籍する学校では、

日常生活の中や学級活動等の機会に外国籍児童生徒の国の文化や習慣に

ふれる機会をつくり、多文化共生のきっかけ作りをしているので、こう

いった成果を他の学校にも広めていく必要があります。  
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３ 総 括  

 教育委員会制度は、首長から独立した合議制の教育委員会が決定する教育行

政に関する基本的方針のもと、教育長及び事務局が広範かつ専門的な教育行政

事務を執行するものです。 

 このため、事前に教育委員会が立てた基本方針にそって具体的な教育行政が

執行されているかどうかについて、教育委員会自らが事後にチェックする必要

性が高いものと考えられます。 

 本年度も昨年度と同じく、行政評価システムを活用することによって、教育

委員会の執行状況について点検・評価を実施したところです。 

 行政評価システムのねらいの一つは「コスト意識の高揚」です。コストの推

移を総合開発計画実施計画年度まで記載することで、事業の継続性と財政計画

の必要性を職員自身が意識することが必要であり、今後の予算編成作業に活か

すことが求められます。 

 教育委員会が行っている最終評価については、前述の行政評価という観点か

らの事務事業評価とは切り口を変え、事前に教育委員会が立てた基本方針にそ

って具体的な教育行政が執行されているかどうかについて、教育委員会自らが

事後にチェックを行いました。 

 その結果、Ａ（順調に達成しているもの）が 37.5％、Ｂ（おおむね順調に達

成しているもの）が 58.3％、Ｃ（達成見込みがあるが、課題があるもの）が 4.2％と

なり、昨年度に比べＡ評価は 4.2％の減となり、Ｃ評価が 4.2%増となりました。 

新たな課題が露呈された事業や、未だ課題がある事業もあり、教育委員会の事務

事業の改善につなげていく必要があります。 

 今後も、コスト意識を高めるとともに、基本方針“「いのち」をつなぐ教育

”の具現化に向けて、更に取り組んでいきます。 
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Ⅳ．学識経験者からの意見 

 

海津市教育委員会点検・評価に関する意見書 

                      岐阜大学名誉教授 岩田恵司 

意見書作成にあたり 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条第２項の定めにより

教育委員会から提出を受けた資料及び平成２５年１1 月７日の教育委員の

皆様との懇談をもとに意見を述べさせていただきます。 

同法律第２７条に定める教育委員会の点検・評価書作成に関して、教育

委員会では同法第２３条に定める、その職務権限にかかわる事業及び活動

を、魅力ある教育・文化のまちづくりの視点に立って適切に整理区分し事

務事業評価表にまとめられました。それをもとに教育委員会の点検・評価

報告書としてまとめられました。教育委員の方々との懇談を通して海津市

では教育委員会と市長部局及び議会との密接な連携協力体制が構築されて

おり教育委員会が効果的に機能していると感じました。以下、報告書にあ

る分野ごとの点検評価結果にもとづいて意見を述べさせていただきます。 

  

点検・評価報告書に基づいた意見 

①  教育委員会の活動状況  

適切に機能していると考えました。 

②  良好な学校教育環境の整備・充実 

    教育委員会に課せられる最大の職務は学校教育の充実にあります。教

育に携わる教職員にあっては専門職として、一層の自覚と教育に関わる

諸課題についての研修が望まれます。２４年度の点検評価結果に基づい

て２５年度の教育委員会での取り組みが進められていることは本制度

が適切に機能しているといえます。義務教育の充実は学校教育単独では

なしえません。家庭教育、就学前教育、地域社会の協力抜きにはあり得

ないのであります。その意味で、学校評議委員会は学校を取り巻く関係

者が、学校の教育活動を理解しその改善に資するための制度であり、海

津市では適切に実施され、趣旨に則った事業であると考えております 

③ 生涯学習環境の整備・充実 

教育委員会に求められるものは個人の要求にこたえることではなく、

市全体として必要と考えられる学習内容に関する企画であり環境整備

であると考えます。④のⅰⅱⅲ⑤のⅰⅱ⑥などの事業内容もこれに深く

関連しているといえます。適切に機能していると考えます。 

その他（④のⅳ⑤のⅲ⑦） 

まちづくりの一環でもあり今後とも市全体の計画の中で適切に事業

がおこなわれるよう期待しております。 
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今後の課題 

  平成２５年１１月７日の教育委員の皆様との意見交流を通して、今後

の海津市の教育の発展を期待し 1,2 指摘をさせていただきます。 

１．地域社会の中核としての学校の位置づけと学校規模の適正化について 

平成２８年度に南濃地区の中学校の統合が議会で決議され、生徒の数

の上での適正規模化の見通しはついたといえます。教育委員会の事業と

しては、今後は２８年度に向け教育環境の整備と充実が海津市全体の教

育環境充実と共に実現していくことであるとのご説明を受け、意を強く

しました。教育委員会では本事業を子供の学習環境の充実を目指す一環

として位置付けられています。市民の皆様の教育に対する期待を思うと

き、子供たちの基礎学力に対して、学校・教育委員会は現状に対しての

一層の説明と、充実のための方途を示していくことが求められていま

す。学力学習状況調査の結果などは子供一人一人の学習状況を知り、指

導に生かしてこそ、その趣旨に沿うものであります。平均点、学校間の

順位等が話題となっていますが、平均で安易に事を処することのないよ

う心がけるべきであると考えます。 

海津市の小学校では小規模校が何校かありますが、いずれも地域の町

づくりの中核としての大切な存在であります。それ故、これら小規模校

での教育の充実に関して、小規模、少人数という条件から目が行き届き

指導が充実しているという安易な結論を導く事では説明責任を果たし

ているとは言えません。一人ひとりの子供の基礎学力の定着と検証、小

中学校の連携での学習集団の育成と検証が今後一層望まれます。 

２．権利・自由と義務・責任についての社会的合意の努力 

日本が少子高齢化社会に入り、権利・自由を主張する社会から義務と

責任を問われる社会へ変革しています。本来これらは表裏一体の概念で

あります。現在問われていることはお互いが少しずつ我慢をすることが

円滑な社会生活をするうえで大切なことであることを再確認すること

であります。 

学校では、教師は、指導法の研修の前に、子供の学習内容にどのよう 

な価値があるかを納得するまで研修する必要があります。その価値を子

供に語ることから、辛抱強く取り組んでみようと呼び掛ける事が出来る

のであります。 

教育委員会での諸事業では人口減少、男女共同参画社会の構築の上で、 

人権教育への取り組みが大切な課題といえます。不条理な事柄、例えば、

差別、いじめ、児童虐待、ＤＶ等、自由と権利意識の暴走が招いている

ともいえます。自由と責任、権利と義務について社会的合意形成を図る

という困難な事業であります。是非、市民の皆様の協力と理解を得て成

果があげられるよう期待しております。 
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   海津市教育委員会点検評価実施要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は、海津市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が自 

ら点検評価を行うことにより、本市における教育の推進体制を一層充実さ 

せるとともに教育委員会が目指す方針に沿って教育行政が執行されているか 

の達成度をチェックし、もって市民への説明責任を果たすために必要な事項 

を定めることを目的とする。 

（点検評価の実施及び知見の活用） 

第２条 教育委員会は、前年度の教育委員会の取組みについて、点検評価を行 

う。 

２ 教育委員会は、前項の点検評価を適正なものとするため、外部の学識経験 

者の意見を聴かなければならない。 

（評価事項） 

第３条 教育委員会は、前年度の教育委員会の取組みについて、次の各号に掲 

げる内容の点検評価を点検評価表により実施する。 

  （1）事務事業の執行状況 事業別予算に掲げる事業の執行状況及びその成       

果   

 （2）点検評価 それぞれ区分された視点から点検評価を行い、その問題点  

と具体的改善内容の検討 

２ 前項の点検評価表は、海津市が実施する事務事業評価表をもって、これに 

替えることができる。 

（点検評価の手順） 

第４条 点検評価を実施するに当たっては、次の各号に掲げる手順に沿って行 

う。 

 （1）教育委員会事務局の所属長は、その所管する事務事業等について第１  

次評価を行う。 

 （2）教育委員会事務局長は、教育委員会が所管する事務事業等について第  

２次評価を行う。 

 （3）教育委員会は、第１次評価及び第２次評価の結果を基に教育委員会が  

目指す方針に沿って教育行政が執行されているかに着目して最終評価を

行う。 

 （4）教育委員会は、第２条第２項に規定する学識経験者の意見を聴いたう  

えで評価結果を報告書にまとめ、議会に提出する。 

 （5）教育委員会は、前項の報告書を海津市のホームページに掲載するほか、  

所定の場所に設置して閲覧に供することによりその概要を公表する。 

（庶務） 

第５条 点検評価の庶務は、教育総務課において行う。 

（委任） 

第６条 この要領に定めるもののほか、この要領を実施するために必要な事項 
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は、教育長が別に定める。 

   附 則  

  この要領は、平成２０年１２月１８日から施行する。  
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南部保育園運営管理事業
特別保育事務事業（こども課）
特別保育事業（高須保育園）
特別保育事業（今尾保育園）

良好な学校教育環境の整備・充実

高須保育園運営管理事業
今尾保育園運営管理事業
海西保育園運営管理事業
西島保育園運営管理事業

下多度幼稚園教育指導事業

（ 　  〃  　 ）

地域活動事業

地域子育て支援拠点事業（南部保育園）
公立保育園運営管理事業
私立保育園運営事業
病児・病後児保育事業

留守家庭児童教室運営事業

保育所食育推進事業
海津市保育協会研修事業（補助金）
次世代育成支援対策事業 （ 　  〃  　 ）

障がい児保育事業

（ 　  〃  　 ）

（ 　  〃  　 ）

高須幼稚園管理運営事業
高須幼稚園教育指導事業 （ 　  〃  　 ）

（ 　  〃  　 ）

（ 　  〃  　 ）

地域子育て支援拠点事務事業（こども課）
地域子育て支援拠点事業（辛亥子育て支援センター）
地域子育て支援拠点事業（今尾保育園）

（ 　  〃  　 ）

（ 　  〃  　 ）

（ 　  〃  　 ）

（ 　  〃  　 ）

（ 　  〃  　 ）

下多度幼稚園管理運営事業 （ 　  〃  　 ）

（ 　  〃  　 ）

（ 　  〃  　 ）

（ 　  〃  　 ）

教育委員会会議の状況

調査・活動の状況

（ 　  〃  　 ）

（ 　  〃  　 ）

（ 　  〃  　 ）

（ 　  〃  　 ）

（ 　  〃  　 ）

（ 　  〃  　 ）

教育委員会運営事業

魅 力 あ る 教 育 ・ 文 化 の ま ち づ く り

（ 　  〃  　 ）

（ 　  〃  　 ）

教育委員会の活動状況

特別保育事業（西島保育園）
特別保育事業（南部保育園）

幼児教育の充実

特別保育事業（海西保育園）

教育委員会研修事業

教育総務事務事業

（ 　  〃  　 ）

（ 　  〃  　 ）

（ こ　ど　も ）

（教育総務）

（教育総務）

（ 　  〃  　 ）

（ 　  〃  　 ）

城山幼稚園管理運営事業
城山幼稚園教育指導事業

（ 　  〃  　 ）

（ 　  〃  　 ）

（ 　  〃  　 ）

石津幼稚園管理運営事業
石津幼稚園教育指導事業

（ 　  〃  　 ）
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小学校メール配信システム運用事業

（学校教育）

（ 　  〃  　 ）

（ 　  〃  　 ）

（ 　  〃  　 ）

各中学校施設維持修繕事業

（ こ　ど　も ）

小学校スクール相談員設置事業
中学校スクール相談員設置事業

中学校教育振興事業

中学校学校安全サポーター事業

（ 　  〃  　 ）

（学校教育）

（ 　  〃  　 ）

（ 　  〃  　 ）

（ こ　ど　も ）

（給食ｾﾝﾀｰ）

（ 　  〃  　 ）

中学校管理事務事業

教育支援充実事業

中学校教育用パソコン活用事業

教育研究所設置事業

学校給食センター運営管理事業

（学校教育）

学校教育指導事業

小学校教育用パソコン活用事業

ほほえみ相談員設置事業

（ 　  〃  　 ）

小学校人権同和事業
中学校人権同和事業

（学校教育）

（教育総務）

教育専門指導員設置事業

（ こ　ど　も ）

（ 　  〃  　 ）

小学校教育振興事業

中学校４校運営事業

（学校教育）

中学校学級支援員等設置事業

中学校就学奨励事業
小学校就学奨励事業 （ 　  〃  　 ）

（学校教育）

（ 　  〃  　 ）

（ 　  〃  　 ）

小学校学級支援員等設置事業

（ 　  〃  　 ）

（ 　  〃  　 ）

小学校１０校運営事業

（ 　  〃  　 ）

小学校学校安全サポーター事業

（ 　  〃  　 ）中学校メール配信システム運用事業

（教育総務）

幼稚園管理事業

小学校運営管理事務事業

（ 　  〃  　 ）

教職員住宅維持管理事業

（ 　  〃  　 ）

（ 　  〃  　 ）

（ 　  〃  　 ）

（ 　  〃  　 ）

職場体験学習補助事業

スクールカウンセラー設置事業

各小学校施設維持修繕事業

幼稚園教育振興事業

（ 　  〃  　 ）

幼稚園運営事業

中学校適正配置推進事業(南濃町内中学校統合事業) （教育総務）

子どもの心の問題と安全対策

教職員の資質の向上

人権同和教育教員研究会事業 （ 　  〃  　 ）

不登校児適応児童教室相談員設置事業

（ 　  〃  　 ）

海津市キッズパスポート事業 （ 　  〃  　 ）

学校施設の耐震化

通学区域等の適正化

学校教育の充実

教育設備内容の充実
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（生涯学習）

（ 　  〃  　 ）

（生涯学習）

（ 　  〃  　 ）

生涯学習センター管理事業

パソコン相談室運営事業
生涯学習講座（企画）運営事業

働く女性の家管理事業

文化会館管理事業
福祉センター管理事業
南濃コミュニティ施設管理事業

（ 図 書 館 ）

（ 　  〃  　 ）

（ 　  〃  　 ）

（ 　  〃  　 ）

図書館運営管理事務事業

プラザしもたど管理事業

ちびっ子広場整備補助事業

図書資料購入事業
読書支援事業

（ 　  〃  　 ）

（ 　  〃  　 ）

（ 　  〃  　 ）

海西公民館管理事業
海津公民館管理事業
体力つくり推進車運行事業

（ 　  〃  　 ）

（ 　  〃  　 ）

（ 　  〃  　 ）

（ 　  〃  　 ）

（ 　  〃  　 ）

（ 　  〃  　 ）

（ 　  〃  　 ）

勤労青少年ホーム管理事業

南濃農村環境改善センター管理事業
平田農村環境改善センター管理事業
海津農村環境改善センター管理事業

青少年の社会参加の促進

（ 　  〃  　 ）

（生涯学習）

（ 　  〃  　 ）

成人の集い事業

青少年の健全育成

生涯学習施設等の整備・ネットワーク化

生涯学習環境の整備・充実

子ども支援センター補助事業

各種学級・講座等の内容の充実

子どもの読書活動の推進
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指導体制の確立

家庭教育支援事業 （生涯学習）

芸術文化（自主開催）事業

（生涯学習）

（生涯学習）

文化にふれる機会の充実

文化活動の活発化

（生涯学習）社会教育団体等補助事業

文化団体補助事業

文化財保護事業

遺跡調査関連事業
歴史民俗資料館管理事業 （歴民資料館）

青少年の非行防止

文化財の掘り起こしと施設の整備・充実

（生涯学習）

体育施設維持修繕改修事業

（ 　  〃  　 ）

（ 　  〃  　 ）

（ 　  〃  　 ）

(  スポーツ  )

（ 　  〃  　 ）

体育施設管理事務事業

（ 　  〃  　 ）

青少年育成市民会議事業

青少年育成推進員会事業

（ 　  〃  　 ）

（ 　  〃  　 ）

文化財保護補助事業

芸術文化企画事業

（生涯学習）

スポーツ活動の振興

市民プール運営事業

グラウンドゴルフ場運営事業

スポーツ施設の整備と有効活用

子ども会育成連絡協議会補助事業 （ 　  〃  　 ）

歴史の教育普及事業

国民体育大会施設整備事業

文化の振興

地域・家庭の教育力向上

市立学校体育施設運営事業
県立学校体育施設運営事業

社会教育委員会運営事業

社会体育施設運営事業

（ 　  〃  　 ）

（ 　    〃    　 ）

（ 　  〃  　 ）

（ 　  〃  　 ）

（ 　  〃  　 ）

（ 　  〃  　 ）

歴史資料調査活用事業 （ 　    〃    　 ）
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地域間交流の推進

（ 　  〃  　 ）

多文化共生の推進

地域間交流・多文化共生の推進

小学校AＬT設置事業

体育振興会活動運営事業

（生涯学習）

（ 　  〃  　 ）

中学校AＬT設置事業

(  スポーツ  )

（ 　  〃  　 ）

霧島市生徒交流事業（姉妹都市・友好都市等交流事業）

（ 　  〃  　 ）

（学校教育）

酒田市児童交流事業（姉妹都市・友好都市等交流事業）

スポーツ少年団活動運営事業

体育協会活動運営事業 （ 　  〃  　 ）

長良川リバーサイドパーク誘致事業

スポーツ推進委員活動事業

木曽三川交流レガッタ開催事業 （ 　  〃  　 ）

トライアスロン大会支援事業 （ 　  〃  　 ）

国民体育大会事業 （ 　  〃  　 ）

総合型地域スポーツクラブ支援事業 （ 　  〃  　 ）

ＦＣ岐阜支援事業

ボート競技の普及推進事業 （ 　  〃  　 ）

特色あるスポーツ活動

スポーツ教室開催事業 （ 　  〃  　 ）

（ 　  〃  　 ）

スポーツ・レクリエーション活動の活発化

（ 　  〃  　 ）

全国市町村交流レガッタ参加事業 (  スポーツ  )

中日西濃駅伝大会開催事業

（ 　  〃  　 ）

軽スポーツ教室開催事業

（ 　  〃  　 ）

全日本中学選手権競漕大会開催事業 （ 　  〃  　 ）

木曽三川リレーマラソン開催事業 （ 　  〃  　 ）

 

 


